
こども・若者意見反映推進事業における
ファシリテーター派遣

１．目的・概要

２．事業スキーム

こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、
地方公共団体に対しても義務付けています。
こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用す
るなどして、こども・若者が安心して意見を表明することができる場をつくることが重要ですが、地方公共
団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見が寄せられています。これを踏まえ、地
方公共団体における意見聴取の取組を推進するため、こども家庭庁から、希望する地方公共団体に
対し、ファシリテーターを派遣します。

国
（こども家庭庁）

地方公共団体
（都道府県、市区町村）

・ファシリテーターの派遣*
・意見聴取の場づくり等に係る情報提供

・ファシリテーターの派遣依頼
（こども・若者からの意見聴取に必要
な一連の準備は、地方公共団体に
おいて行う） *派遣の可否は依頼内容を踏まえて、決定いたします。

地方公共団体へのファシリテーター派遣（こども家庭庁ＨＰ）
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/facilitator-haken/
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